
 

 
 

議案第３４号 

   佐野市保育所条例の改正について 

 佐野市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定めます。 

  令和５年２月２４日提出 

佐野市長 金 子  裕   

   佐野市保育所条例の一部を改正する条例 

 佐野市保育所条例（平成２７年佐野市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表佐野市大橋保育園の項中「佐野市大橋町３１９５番地８」を「佐野市

赤坂町３０３番地２」に改め、同表佐野市赤坂保育園の項及び佐野市ときわ

保育園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  佐野市大橋保育園の建替えに伴い、同園を仮園舎へ移転し、並びに佐野

市赤坂保育園及び佐野市ときわ保育園を廃止するため本条例を改正したい

ので提案するものです。 



議案第３４号参考資料 

佐野市保育所条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市大橋保育園 佐野市大橋町3195番地８ 

佐野市赤坂保育園 佐野市赤坂町303番地２ 

（略） （略） 

佐野市ときわ保育園 佐野市豊代町2134番地 
 

名称 位置 

（略） （略） 

佐野市大橋保育園 佐野市赤坂町303番地２ 

 

（略） （略） 
 

 


